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           令和７年第４回砂川市議会定例会 

 

令和７年１２月８日（月曜日）第１号 

〇議事日程 

      開会宣告 

      開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

      議事日程報告 

      議長諸般報告 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 主要行政報告 

日程第 ４ 教育行政報告 

日程第 ５ ７年  ３定 令和６年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについて 

      議案第１５号 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求める 

      議案第１６号 ことについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めること 

      議案第１７号 について 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求め 

      議案第１８号 ることについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定 

      議案第１９号 を求めることについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を 

      議案第２０号 求めることについて 

日程第 ６ 報告第 １号 専決処分の報告について 

日程第 ７ 議案第 ２号 砂川市立義務教育学校施設使用条例の制定について 

      議案第 ３号 砂川市旧学校施設使用条例の制定について 

      議案第 ７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 ８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

             一部を改正する条例の制定について 

      議案第 ５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 ６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改 

             正する条例の制定について 

      議案第１３号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を 
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             改正する条例の制定について 

      議案第１１号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 １号 令和７年度砂川市一般会計補正予算 

             ［予算審査特別委員会］ 

      散会宣告 

 

〇本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

       辻   勲議員 

       水島美喜子議員 

      議事日程報告 

      議長諸般報告 

日程第 ２ 会期の決定 
 
       自  １２月 ８日 
                 ４日間 
       至  １２月１１日 
 

日程第 ３ 主要行政報告 

日程第 ４ 教育行政報告 

日程第 ５ ７年  ３定 令和６年度砂川市一般会計決算の認定を求めることについて 

      議案第１５号 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計決算の認定を求める 

      議案第１６号 ことについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市介護保険特別会計決算の認定を求めること 

      議案第１７号 について 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計決算の認定を求め 

      議案第１８号 ることについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定 

      議案第１９号 を求めることについて 

      ７年  ３定 令和６年度砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を 

      議案第２０号 求めることについて 

日程第 ６ 報告第 １号 専決処分の報告について 

日程第 ７ 議案第 ２号 砂川市立義務教育学校施設使用条例の制定について 

      議案第 ３号 砂川市旧学校施設使用条例の制定について 

      議案第 ７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 ８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の 

             一部を改正する条例の制定について 
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      議案第 ５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 ６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改 

             正する条例の制定について 

      議案第１３号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を 

             改正する条例の制定について 

      議案第１１号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第 １号 令和７年度砂川市一般会計補正予算 

             ［予算審査特別委員会］ 

 

〇出席議員（１２名） 

   議 長 多比良 和 伸 君        副議長 小 黒   弘 君 

   議 員 是 枝 貴 裕 君        議 員 石 田 健 太 君 

       伊 藤 俊 喜 君            山 下 克 己 君 

       高 田 浩 子 君            鈴 木 伸 之 君 

       水 島 美喜子 君            沢 田 広 志 君 

       武 田   真 君            辻     勲 君 

 

〇欠席議員（１名） 

       中 道 博 武 君 

 

         〇 議 会 出 席 者 報 告 〇 

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。 

   砂 川 市 長     飯  澤  明  彦 

   砂川市教育委員会教育長     板  垣  喬  博 

   砂 川 市 監 査 委 員     中  村  一  久 

   砂川市選挙管理委員会委員長     千  葉  美 由 紀 

   砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長     関  尾  一  史 

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   副 市 長     井  上     守 

   病 院 事 業 管 理 者     平  林  髙  之 
 
   総 務 部 長 
                     三  橋  真  樹 
   兼 会 計 管 理 者 
 

   総 務 部 審 議 監     安  原  雄  二 

   市 民 部 長     堀  田  一  茂 
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   保 健 福 祉 部 長     畠  山  秀  樹 

   経 済 部 長     野  田     勉 

   建 設 部 長     斉  藤  隆  史 

   病 院 事 務 局 長     朝  日  紀  博 

   病 院 事 務 局 次 長     為  国  泰  朗 

   病 院 事 務 局 審 議 監     倉  島  久  徳 

   総 務 課 長     岩  間  賢 一 郎 

   政 策 調 整 課 長     安  武     学 

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   教 育 次 長     玉  川  晴  久 

   指 導 参 事     神  島  亘  基 

   教 育 委 員 会 技 監     徳  永  敏  宏 

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   監 査 事 務 局 長     下  道  く み こ 

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   選挙管理委員会事務局長     三  橋  真  樹 

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   農 業 委 員 会 事 務 局 長     野  田     勉 

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。 

   事 務 局 長     安  武  浩  美 

   事 務 局 次 長     越  智  朱  美 

   事 務 局 係 長     野  荒  邦  広 

   事 務 局 係 長     佐 々 木  健  児 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会宣告 

〇議長 多比良和伸君 おはようございます。ただいまから令和７年第４回砂川市議会定

例会を開会します。 

 

    ◎開議宣告 

〇議長 多比良和伸君 本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の届出があった方を事務局長に報告させます。 

 事務局長。 

〇議会事務局長 安武浩美君 本日の会議に欠席と届出のありました議員は、中道博武議

員であります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議長 多比良和伸君 日程第１、会議録署名議員指名を議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、辻勲議員及び水島美喜子議員を指

名します。 

 本日の議事日程並びに議長諸般報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長 多比良和伸君 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 今定例会の会期は、本日から１２月１１日までの４日間にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、会期は４日間と決定しました。 

 

    ◎日程第３ 主要行政報告 

〇議長 多比良和伸君 日程第３、主要行政報告を求めます。 

 市長。 

〇市長 飯澤明彦君 （登壇） おはようございます。前回の定例市議会以降における主

要行政について報告を申し上げます。 

 ２ページ、総務部市長公室課の関係では、５点目の砂川市政功労者表彰式について、１

１月３日、地域交流センターゆうにおいて市政功労２名、貢献２名・１団体の表彰及び永

住功労１１３名、高額寄附３件に対し、感謝状の贈呈を行ったところでございます。 

 次に、３ページ、７点目の砂川市町内会連合会との懇談会について、１１月１１日、砂
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川市町内会連合会役員と理事者及び各部長との懇談会を開催し、市に対する要望について

意見交換を行ったところでございます。 

 次に、４ページ、政策調整課の関係では、２点目の「砂川市まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の推進の取組について、９月２４日から１０月３１日までの期間において砂川市

総合戦略推進委員会に所属する９団体と第３期砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

策定に向けた意見交換会を開催したところでございます。 

 次に、６点目の地域おこし協力隊について、移住定住施策に関する活動に従事してもら

うため、総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地域おこし協力隊員を募集したところ

１名の応募があり、書類選考及び面接を行い、１２月１日より採用したところでございま

す。 

 次に、６ページ、市民部市民生活課の関係では、８点目の交通安全運動について、

（２）に記載してございますが、主な啓発運動として９月１９日、２２日、２４日に市内

各団体による旗の波街頭啓発を実施したところでございます。 

 次に、１２ページ経済部商工労働観光課の関係では、４点目のスイーツ・ポークチャッ

プフェスタについて、１０月２６日、まちなか交流施設すないるにおいて地域おこし協力

隊主催で市内１２事業者のスイーツ及びポークチャップの商品販売を行ったほか、市内外

から１１事業者が出店販売を行い、約５００人が来場したところでございます。 

 次に、１５ページ、農政課の関係では、３点目のヒグマ対策について、ヒグマの目撃情

報や通報があった場合には庁内で対策会議を開催し、市民周知や注意喚起、公共施設の閉

鎖等の対応を行ったところでございます。また、１０月２２日に滝川警察署を訪問し、ヒ

グマ出没等の対応について要請と協議を行い、１０月２８日に猟友会砂川支部砂川部会の

会員である鳥獣被害対策実施隊員と緊急銃猟の実施に向けた意見交換を行ったところでご

ざいます。なお、７月８日から砂川市全域に発出されていた北海道ヒグマ注意報は、市街

地周辺でのヒグマ出没が減少したことから、１１月７日をもって解除されたところでござ

います。 

 次に、１９ページ、建設部建築住宅課の関係では、７点目のすながわハートフル住まい

る推進事業について、８月から１０月まで各事業において合計７３件、２，３４４万２，

０００円を交付したところでございます。 

 次に、８点目の住み替え支援事業について、８月から１０月まで各事業において合計２

１件、２８５万円を交付したところでございます。 

 以上を申し上げまして、主要行政報告といたします。 

 

    ◎日程第４ 教育行政報告 

〇議長 多比良和伸君 日程第４、教育行政報告を求めます。 

 教育長。 
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〇教育長 板垣喬博君 （登壇） おはようございます。前回定例会以降におきます教育

行政の主な内容につきましてご報告申し上げます。 

 初めに、学務課所管について申し上げます。３点目の砂川市高等学校教育を考える会に

ついて、９月１６日に第３回、１０月２８日に第４回、１１月２０日に第５回の砂川市高

等学校教育を考える会を開催し、小中高の連携に関わる取組やアンケート調査結果及び公

立高等学校配置計画についての報告のほか、魅力向上に向けた取組に関する報告書案につ

いて協議を行ったところでございます。 

 次に、４点目の砂川市部活動の地域移行検討協議会について、９月２９日に第１回検討

協議会を開催し、報告及び令和８年度以降の地域指導員に係る謝礼等について協議を行っ

たところでございます。 

 次に、５点目の令和８年度砂川高校の募集学級数について、１０月２日、北海道教育委

員会より令和８年度から１０年度までの公立高等学校配置計画が発表され、砂川高校の来

年度の募集学級数は２間口となることが決定したところでございます。 

 次に、学校再編課所管では、１点目の砂川市立小中学校統合準備委員会について、１０

月９日に第４回準備委員会を開催し、砂川学園の開校に向けた保護者説明会等について報

告したほか、スクールバスの運行、式典について協議を行ったところでございます。 

 ２ページになります。次に、３点目の砂川学園の開校に向けた保護者説明会について、

９月１８日から１０月８日まで６回にわたり「砂川学園の開校に向けた保護者説明会」を

開催し、３４６人の参加があったところでございます。 

 次に、５点目の６校合同校旗返納式について、１１月５日、６校合同校旗返納式を開催

し、令和７年度をもって閉校する小学校５校及び中学校１校の校長や児童生徒から市長へ

校旗が返納されたところでございます。 

 次に、社会教育課所管では、１点目の秋のあいさつ運動について、９月１０日から１２

日までを強調週間として、あいさつ運動推進委員会の主催により市内小中学校、保育所、

保育園、幼稚園、ＰＴＡ、町内会、老人クラブ、ボランティアなど５９団体、延べ１，０

７６人が参加し、実施したところでございます。 

 次に、２点目の生涯学習市民の集い「いってみよう やってみよう ２０２５」につい

て、９月２７日、社会教育委員の会議の主催により開催し、市内企業、砂川高等学校、國

學院大學北海道短期大学部、中空知レクリエーション協会、公民館グループ・サークル等

の協力の下、多彩な体験活動を行い、市民など２５８人の参加があったところでございま

す。 

 ３ページになります。次に、３点目の第５６回砂川市民文化祭について、１０月１１日

から１２日まで、発表団体は芸能部門に２６団体、文芸展示部門に２２団体、発表者６３

６人、約１，０００人が鑑賞したところでございます。 

 次に、スポーツ振興課所管では、２点目の各種事業について、４ページになります。
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（２）はまなす国体開催記念・第３６回北海道中学生剣道錬成大会について、９月２８日、

総合体育館において開催し、１２４チーム、６７６人の参加があったところでございます。 

 次に、公民館所管では、１点目の各種事業について、５ページになります。（７）郷土

資料室特別展「がっこうの記憶展」について、１０月２５日から１１月１６日まで公民館

において郷土資料室に収蔵している砂川の学校の古道具や写真、地図などの展示、映像資

料の上映を行い、延べ４５１人の参加があったところでございます。 

 以上を申し上げまして、教育行政報告といたします。 

 

    ◎日程第５ ７年３定議案第１５号 令和６年度砂川市一般会計決算の認定を求 

                     めることについて 

          ７年３定議案第１６号 令和６年度砂川市国民健康保険特別会計決 

                     算の認定を求めることについて 

          ７年３定議案第１７号 令和６年度砂川市介護保険特別会計決算の 

                     認定を求めることについて 

          ７年３定議案第１８号 令和６年度砂川市後期高齢者医療特別会計 

                     決算の認定を求めることについて 

          ７年３定議案第１９号 令和６年度砂川市下水道事業会計利益の処 

                     分及び決算の認定を求めることについて 

          ７年３定議案第２０号 令和６年度砂川市病院事業会計利益の処分 

                     及び決算の認定を求めることについて 

〇議長 多比良和伸君 日程第５、令和７年第３回定例会議案第１５号 令和６年度砂川

市一般会計決算の認定を求めることについて、議案第１６号 令和６年度砂川市国民健康

保険特別会計決算の認定を求めることについて、議案第１７号 令和６年度砂川市介護保

険特別会計決算の認定を求めることについて、議案第１８号 令和６年度砂川市後期高齢

者医療特別会計決算の認定を求めることについて、議案第１９号 令和６年度砂川市下水

道事業会計利益の処分及び決算の認定を求めることについて、議案第２０号 令和６年度

砂川市病院事業会計利益の処分及び決算の認定を求めることについての６件を一括議題と

します。 

 決算審査特別委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員長。 

〇決算審査特別委員長 武田 真君 （登壇） 令和７年第３回市議会定例会において決

算審査特別委員会に付託されました議案第１５号から第２０号までの令和６年度一般会計、

特別会計並びに事業会計の決算について審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

 ９月１１日に委員会を開催し、委員長に私武田、副委員長に石田健太委員が選出され、

続いて１０月１日に委員会を開催し、付託されました６会計の決算について慎重に審査し、
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簡易による採決の結果、各会計いずれも原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長 多比良和伸君 これより決算審査特別委員長の報告に対する一括質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 続いて、一括討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これより、令和７年第３回定例会議案第１５号から第２０号までを一括採決します。 

 本案を、決算審査特別委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、決算審査特別委員長の報告のとおり認定されました。 

 

    ◎日程第６ 報告第１号 専決処分の報告について 

〇議長 多比良和伸君 日程第６、報告第１号 専決処分の報告についてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長 三橋真樹君 （登壇） 報告第１号 専決処分の報告についてご説明いたし

ます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により議会において指定されている下記事項につい

て、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定によりこれを報告する

ものであります。 

 内容につきましては、駐車場内における樹木の枝の落下による自動車事故に係る損害賠

償金の額の決定についてであります。 

 次ページをお開きいただきたいと存じます。専決処分でありますが、駐車場内における

樹木の枝の落下による自動車事故損害賠償金の額を下記のとおり決定するものであります。 

 事故発生年月日は、令和７年７月２９日火曜日午前８時から午後５時の間であります。 

 事故発生場所は、市内西８条北４丁目１番１号、子ども通園センター南側駐車場であり

ます。 

 相手方住所、氏名、相手方物件は記載のとおりであります。 

 事故の概要は、子ども通園センター南側駐車場内の樹木の枝が落下し、相手方車両の屋

根の一部を破損した事故であります。 

 過失割合は当市が１００％で、賠償金は３０万８，０００円であり、専決処分日は令和
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７年９月１１日であります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 多比良和伸君 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで質疑を終わります。 

 以上で報告第１号を終わります。 

 

    ◎日程第７ 議案第 ２号 砂川市立義務教育学校施設使用条例の制定について 

          議案第 ３号 砂川市旧学校施設使用条例の制定について 

          議案第 ７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定 

                 について 

          議案第 ８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す 

                 る条例の一部を改正する条例の制定について 

          議案第 ５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償 

                 に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

          議案第 ６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の 

                 一部を改正する条例の制定について 

          議案第１３号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

                 の一部を改正する条例の制定について 

          議案第１１号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定に 

                 ついて 

          議案第 １号 令和７年度砂川市一般会計補正予算 

〇議長 多比良和伸君 日程第７、議案第２号 砂川市立義務教育学校施設使用条例の制

定について、議案第３号 砂川市旧学校施設使用条例の制定について、議案第７号 砂川

市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号 砂川市会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第５

号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第１３号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１１号 砂川市学童保育条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第１号 令和７年度砂川市一般会計補正予算の

９件を一括議題とします。 

 各議案に対する提案者の説明を求めます。 

 教育次長。 
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〇教育次長 玉川晴久君 （登壇） 私から議案第２号、議案第３号についてご説明申し

上げます。 

 初めに、議案第２号 砂川市立義務教育学校施設使用条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 制定の理由は、砂川市立義務教育学校の開校に伴い、学校施設を学校教育に支障のない

範囲で市民の社会教育活動等の場として使用に供することにより社会教育活動の振興を図

るため、本条例を制定しようとするものであります。 

 初めに、本条例を制定する経過についてでありますが、本市では学校教育に支障のない

範囲で屋内運動場等の学校施設を市民の社会教育活動等のために開放する事業を従前より

実施し、その使用に関しましては砂川市立学校施設使用条例により施設ごとの使用料等を

定めて運営を行っておりましたが、令和８年４月の義務教育学校砂川学園の開校に伴い、

開放する学校施設が６校から１校となることから、学校施設の使用に関する条例等の整理

を行うものであり、砂川学園においても引き続き地域の皆様にこれまでと同様にご使用い

ただけるよう、現行の学校施設使用条例に代えて新たに本条例を制定するものであります。 

 ２ページを御覧願います。砂川市立義務教育学校施設使用条例でありますが、１４条立

てで構成するものであり、順にご説明申し上げますが、規定内容につきましては条文の要

旨を申し上げることで説明とさせていただきます。 

 第１条は、趣旨の定めであり、この条例は、砂川学園のメインアリーナ、サブアリーナ、

水泳プール等の学校施設を学校教育に支障のない範囲で市民の社会教育活動等の場として

使用に供することに関し、必要な事項を定めるものであります。 

 第２条は、使用可能な学校施設の定めであり、第１項は第１号から第５号までに掲げる

施設と定めるものであり、第２項は校長が承諾し、委員会が認めるときは教室、特別教室、

その他の学校施設についても使用することができると定めるものであります。 

 第３条は、使用日及び使用時間の定めであり、第１項は別表第１に定めるとおりとし、

ただし校長が承諾し、委員会が認めるときは変更することができると定めるものであり、

第２項は前条第２項の規定による使用においても校長の承諾を受け、委員会が別に使用日

及び使用時間を定めるものであります。 

 第４条は、使用対象者の定めであり、第１項は市内に居住する５人以上の団体及びグル

ープであって社会教育活動を行うものとして委員会が認めるものとし、ただし団体等以外

の者であって委員会が公用または公共用に供するために認めるものついてはこの限りでな

いと定めるものであり、第２項は水泳プールについては個人の使用も認めるものと定める

ものであります。 

 第５条は、使用の許可の定めであり、第１項は使用しようとする者はあらかじめ委員会

の許可を受けなければならないと定めるものであり、第２項は委員会は管理運営上必要と

認めるときは使用について条件を付すことができると定めるものであります。 
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 ３ページを御覧願います。第６条は、特別設備等の許可の定めであり、使用者は特別な

設備を設置し、または特殊な物件を搬入しようとするときはあらかじめ許可を受けなけれ

ばならないと定めるものであります。 

 第７条は、使用の制限の定めであり、第１号から第６号までのいずれかに該当するとき

は使用を許可しないものと定めるものであります。 

 第８条は、使用料の定めであり、使用料は別表第２に定める使用料を前納しなければな

らないとし、ただし委員会が認めるときはこの限りでないと定めるものであります。 

 第９条は、使用料の免除の定めであり、委員会は規則で定めることにより使用料を免除

することができると定めるものであります。 

 第１０条は、使用料の還付の定めであり、既に納付された使用料は還付しないとし、た

だし特別の事情があると認めるときは規則で定めるところにより還付するものと定めるも

のであります。 

 第１１条は、使用の許可の取消し等の定めであり、第１号から第４号までのいずれかに

該当すると認めるときは使用の許可の取消しまたは使用の停止を命ずることができるとし、

この場合使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わないと定めるものであり

ます。 

 第１２条は、原状回復の義務の定めであり、使用者は使用を終えたときまたは使用の許

可を取り消され、もしくは停止されたときは原状に回復しなければならないと定めるもの

であります。 

 ４ページを御覧願います。第１３条は、損害賠償の定めであり、使用者はその責めに帰

すべき事由により学校施設または設備器具等を破損し、または滅失したときは、委員会の

定めるところによりその損害を賠償しなければならないと定めるものであります。 

 第１４条は、委任の定めであり、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定

めるものであります。 

 附則として、第１項は施行期日であり、この条例は令和８年４月１日から施行するもの

とし、ただし附則第３項の規定は公布の日から施行すると定め、第２項は砂川市立学校施

設使用条例の廃止であり、砂川市立学校施設使用条例は廃止すると定め、第３項は準備行

為であり、この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行

うことができると定めるものであります。 

 次に、別表ですが、別表第１は条例第３条第１項に定める学校施設の使用日及び使用時

間の内容を定めるものであり、別表第２は条例第８条に規定する学校施設使用料の内訳を

定めるものであります。 

 続きまして、５ページを御覧願います。議案第２号附属説明資料、砂川市立義務教育学

校施設使用条例施行規則についてご説明申し上げます。第１条は趣旨の定め、第２条は定

義の定めであります。 
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 第３条は、使用申請の定めであり、第１項は申請者は校長の同意を得た上で使用しよう

とする日の５日前までに使用許可申請書を提出しなければならないとし、ただし委員会が

認める者及び水泳プールを使用しようとする者はこの限りでないと定めるものあり、第２

項は使用料を後納する手続について定めるものであります。 

 第４条は使用の許可の定め、第５条は使用責任者の定めであります。 

 第６条は、使用料の免除の定めであり、第１項は条例第９条に規定する免除の対象を第

１号から第４号までに掲げる事業と定めるものであり、６ページを御覧願います。第２項

は、免除申請の提出について定めるものであります。 

 第７条は使用の変更及び取下げの定め、第８条は使用料の還付の定めであり、第１項は

条例第１０条ただし書に規定する還付に係る特別な事情を第１号及び第２号の要件と定め

るものであり、第２項は還付申請の提出について定めるものであります。 

 第９条は破損等の届出の定め、第１０条はその他の定めであります。 

 附則として、第１項は施行期日であり、この規則は令和８年４月１日から施行するもの

とし、ただし附則第３項の規定は公布の日から施行すると定め、第２条は砂川市立学校施

設使用条例施行規則の廃止であり、砂川市立学校施設使用条例施行規則は廃止すると定め、

第３項は準備行為であり、条例附則第３項の規定により条例の施行前において行われる準

備行為は、この規則の規定により行うことができると定めるものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、議案第３号 砂川市旧学校施設使用条例の制定についてご説明申し上げます。 

 制定の理由は、市立学校の再編に伴い、学校としての用途を廃止した施設を有効に活用

し、市民の社会教育活動等の場として使用に供することにより社会教育活動の振興を図る

ため、本条例を制定しようとするものであります。 

 初めに、本条例を制定する経過についてでありますが、本市では学校教育に支障のない

範囲で屋内運動場等の学校施設を市民の社会教育活動等のために開放する事業を従前より

実施し、その使用に関しては砂川市立学校施設使用条例により施設ごとの使用料等を定め

て運営を行っておりますが、令和８年４月の義務教育学校砂川学園の開校に伴い各小学校

は閉校となることから、学校施設の使用に関する条例等の整理を行うものであり、閉校す

る６校のうち小学校２校を砂川市旧学校施設として使用に供し、引き続き地域の皆様にこ

れまでと同様にお越しをいただけるよう現行の学校施設使用条例に代えて新たに本条例を

制定するものであります。 

 ２ページを御覧願います。砂川市旧学校施設使用条例でありますが、１５条立てで構成

するものであり、順にご説明申し上げますが、規定内容につきましては条文の要旨を申し

上げることで説明とさせていただきます。 

 第１条は、設置の定めであり、市立学校の再編に伴い学校としての用途を廃止した施設

を有効に活用し、市民の社会教育活動の場として使用に供することにより社会教育活動の
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振興等を図るため、砂川市旧学校施設を設置するものであります。 

 第２条は、名称、位置及び使用可能な施設の定めであり、名称を旧豊沼小学校、旧中央

小学校とし、屋内運動場及びミーティングルームを使用可能な施設と定めるものでありま

す。 

 第３条は、使用時間の定めであり、午後５時から午後９時までとし、ただし委員会が認

めるときは変更することができると定めるものであります。 

 第４条は、休業日の定めであり、第１項は第１号から第３号までに掲げる日を休業日と

定めるものであり、第２項は委員会が認めるときは休業日を変更し、またはその他の日を

臨時に休業日とすることができると定めるものであります。 

 第５条は、使用対象者の定めであり、市内に居住する５人以上の団体及びグループであ

って社会教育活動を行うものとして委員会が認めるものとし、ただし委員会が公用または

公共用に供するために必要と認めるものについてはこの限りでないと定めるものでありま

す。 

 第６条は、使用の許可の定めであり、第１項は使用しようとする者はあらかじめ委員会

の許可を受けなければならないと定めるものであり、第２項は委員会は管理運営上必要と

認めるときは使用について条件を付すことができると定めるものであります。 

 ３ページを御覧願います。第７条は、特別設備等の許可の定めであり、使用者は特別な

設備を設置し、または特殊な物件を搬入しようとするときはあらかじめ許可を受けなけれ

ばならないと定めるものであります。 

 第８条は、使用の制限の定めであり、第１号から第５号までいずれかに該当するときは

使用を許可しないものと定めるものであります。 

 第９条は、使用料の定めであり、使用者は別表に定める使用料を前納しなければならな

いとし、ただし委員会が認めるときはこの限りでないと定めるものであります。 

 第１０条は、使用料の免除の定めであり、委員会は規則で定めるところにより使用料を

免除することができると定めるものであります。 

 第１１条は、使用料の還付の定めであり、既に納付された使用料は還付しないとし、た

だし特別な事情があると認めるときは規則の定めるところにより還付すると定めるもので

あります。 

 第１２条は、使用の許可の取消し等の定めであり、第１号から第４号までのいずれかに

該当すると認めるときは使用の許可を取り消し、または使用の停止を命ずることができる

とし、この場合使用者に損害が生じても委員会はその賠償の責めを負わないと定めるもの

であります。 

 第１３条は、原状回復の義務の定めであり、使用者は使用を終えたときまたは使用の許

可を取り消され、もしくは停止されたときは原状に回復しなければならないと定めるもの

であります。 
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 第１４条は、損害賠償の定めであり、使用者はその責めに帰すべき事由により旧学校施

設または設備器具等を破損し、または滅失したときは委員会の定めるところによりその損

害を賠償しなければならないと定めるものであります。 

 ４ページを御覧願います。第１５条は、委任の定めであり、この条例の定めるもののほ

か、必要な事項は規則で定めるものであります。 

 附則として、第１項は施行期日であり、この条例は令和８年４月１日から施行するもの

とし、ただし次項の規定は公布の日から施行するものと定め、第２項は準備行為であり、

この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができ

ると定めるものであります。 

 次に、別表ですが、条例第９条に規定する旧学校施設使用料の内訳を定めるものであり

ます。 

 続きまして、５ページを御覧願います。議案第３号附属説明資料、砂川市旧学校施設使

用条例施行規則についてご説明申し上げます。第１条は趣旨の定め、第２条は定義の定め

であります。 

 第３条は、使用申請の定めであり、第１項は申請者は使用しようとする日の５日前まで

に使用許可申請書を提出しなければならないとし、ただし委員会が認める者はこの限りで

ないと定めるものであり、第２項は使用料を後納する手続について定めるものであります。 

 第４条は使用の許可の定め、第５条は使用責任者の定めであります。 

 第６条は、使用料の免除の定めであり、第１項は条例第１０条に規定する減免の対象を

第１号から第３号までに掲げる事業と定めるものであり、第２項は免除申請の提出につい

て定めるものであります。 

 ６ページを御覧願います。第７条は使用の変更及び取下げの定め、第８条は使用料の還

付の定めであり、第１項は条例第１１条ただし書に規定する還付に係る特別な事情を第１

号及び第２号の要件と定めるものであり、第２項は還付申請の提出について定めるもので

あります。 

 第９条は破損等の届出の定め、第１０条はその他の定めであります。 

 附則として、第１項は施行期日であり、この規則は令和８年４月１日から施行するもの

とし、ただし次項の規定は公布の日から施行するものと定め、第２項は準備行為であり、

条例附則第２項の規定により、条例の施行日前において行われる準備行為は、この規則の

規定により行うことができると定めるものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 多比良和伸君 総務部長。 

〇総務部長 三橋真樹君 （登壇） 私から議案第７号、議案第８号、議案第５号、議案

第６号及び議案第１号についてご説明申し上げます。 

 初めに、議案第７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定についてご説
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明申し上げます。 

 改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市職員の給料月額、通勤手当、宿日直

手当、期末手当及び勤勉手当を改定するほか、給料表の基準となる職務として管理栄養士

等を加えるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員諸給与条例の一部を

改正する条例でありますが、改正の内容につきましては１４ページ、議案第７号附属説明

資料ナンバー１の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側

が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。 

 第１条は、砂川市職員諸給与条例の一部改正であります。 

 第１２条は、通勤手当の支給の額及び支給の方法の定めであり、第２項第３号中「７，

１００円」を「７，３００円」に、同項第４号中「１万円」を「１万４００円」に、同項

第５号中「１万２，９００円」を「１万３，５００円」に、同項第６号中「１万５，８０

０円」を「１万６，６００円」に、同項第７号中「１万８，７００円」を「１万９，７０

０円」に、同項第８号中「２万１，６００円」を「２万２，８００円」に、同項第９号中

「２万４，４００円」を「２万５，９００円」に、同項第１０号中「２万６，２００円」

を「２万９，１００円」に、次ページになります。同項第１１号中「２万８，０００円」

を「３万２，３００円」に、同項第１２号中「２万９，８００円」を「３万５，５００

円」に、同項第１３号中「３万１，６００円」を「３万８，７００円」に改めるものであ

ります。 

 第２７条は、宿日直手当の定めであり、同条中「４，４００円」を「４，７００円」に

改めるものであります。 

 第３３条は、期末手当の支給の額の定めであり、第１項中「１００分の１２５」を１２

月に支給する額について１００分の２．５引き上げ、「６月に支給する場合においては１

００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」に、同条第２

項中「１００分の７０」を１２月に支給する額について１００分の２．５引き上げ、「６

月に支給する場合においては１００分の７０、１２月に支給する場合においては１００分

の７２．５」に改めるもので、令和７年度の期末手当の支給率を定めるものであります。 

 第３６条は、勤勉手当の支給の額の定めであり、次ページになります。第１項中「１０

０分の１０５」を１２月に支給する額について１００分の２．５引き上げ、「６月に支給

する場合においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分の１０

７．５」に、同条第２項中「１００分の５０」を１２月に支給する額について１００分の

２．５引き上げ、「６月に支給する場合においては１００分の５０、１２月に支給する場

合においては１００分の５２．５」に改めるもので、令和７年度の勤勉手当の支給率を定

めるものであります。 

 次に、別表第２、別表第４及び別表第５の給料表の改正でありますが、４ページから１
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３ページまでが改正後の給料表となっております。なお、給料表の詳細につきましては、

２０ページから４０ページまで、附属説明資料ナンバー２として改正後給料と現行給料の

比較表を添付しておりますので、ご高覧賜りたいと存じます。 

 １６ページ中段を御覧いただきたいと存じます。第２条は、砂川市職員諸給与条例の一

部改正であります。 

 第１２条は、通勤手当の支給の額及び支給の方法の定めであり、第２項第１３号中「片

道６０キロメートル以上」を「片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満」に改め、

同項に次の８号を加えるものであり、第１４号、使用距離が片道６５キロメートル以上７

０キロメートル未満である職員、４万２，２００円、次ページになります。第１５号、使

用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満である職員、４万５，７００円、

第１６号、使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満である職員、４万

９，２００円、第１７号、使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満で

ある職員、５万２，７００円、第１８号、使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロ

メートル未満である職員、５万６，２００円、第１９号、使用距離が片道９０キロメート

ル以上９５キロメートル未満である職員、５万９，６００円、第２０号、使用距離が片道

９５キロメートル以上１００キロメートル未満である職員、６万３，０００円、第２１号、

使用距離が片道１００キロメートル以上である職員、６万６，４００円とするものであり

ます。 

 第３３条は、期末手当の支給の額の定めであり、第１項中「６月に支給する場合におい

ては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」を６月

に支給する額について１００分の１．２５引き上げ、１２月に支給する額について１００

分の１．２５引き下げ、「１００分の１２６．２５」に、同条第２項中「６月に支給する

場合においては１００分の７０、１２月に支給する場合においては１００分の７２．５」

を６月に支給する額について１００分の１．２５引き上げ、１２月に支給する額について

１００分の１．２５引き下げ、「１００分の７１．２５」に改めるもので、令和８年度以

降の期末手当の支給率を定めるものであります。 

 次ページになります。第３６条は、勤勉手当の支給の額の定めであり、第１項中「６月

に支給する場合においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分

の１０７．５」を６月に支給する額について１００分の１．２５引き上げ、１２月に支給

する額について１００分の１．２５引き下げ、「１００分の１０６．２５」に、同条第２

項中「６月に支給する場合においては１００分の５０、１２月に支給する場合においては

１００分の５２．５」を６月に支給する額について１００分の１．２５引き上げ、１２月

に支給する額について１００分の１．２５引き下げ、「１００分の５１．２５」に改める

もので、令和８年度以降の勤勉手当の支給率を定めるものであります。 

 次に、別表第６、イ、医療職給料表（２）等級別基準職務表の改正でありますが、職務
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の級の１級及び次ページの２級中、栄養士の次に「又は管理栄養士」を加え、職務の級の

３級及び４級中、主任栄養士の次に「又は主任管理栄養士」を加える改正を行うものであ

ります。 

 附則として、第１項及び第２項は施行期日等であり、第１項は、この条例は、公布の日

から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行するものであり、第

２項は、第１条の規定による改正後の砂川市職員諸給与条例（以下「新条例」という。）

の規定は、令和７年４月１日から適用するものであります。 

 第３項は、経過措置であり、新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の砂川市職員諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定に

よる給与の内払いとみなすものであります。 

 次に、議案第８号 砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市会計年度任用職員の給料月額を改定

するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきまして

は５ページ、議案第８号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいま

して左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを

表示しております。 

 別表第１の給料表の改正でありますが、全ての級の号俸について給料月額を改めるもの

であります。なお、３ページ及び４ページが改正後の給料表となっております。 

 ９ページをお開きいただきたいと存じます。附則として、第１項は施行期日等であり、

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の砂川市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和７年４月１日か

ら適用するものであります。 

 第２項は、経過措置であり、新条例の規定を適用する場合においては、この条例による

改正前の砂川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給

された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなすものであります。 

 第３項及び第４項は、フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任

用職員の報酬に関する特例であり、第３項は令和７年１１月３０日までに退職し、かつ同

年１２月１日時点で在職していないフルタイム会計年度任用職員の同年４月１日から同年

１１月３０日までの給料の支給は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるもの

であり、第４項は令和７年１１月３０日までに退職し、かつ同年１２月１日時点で在職し

ていないパートタイム会計年度任用職員の同年４月１日から同年１１月３０日までの報酬

の支給は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものであります。 
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 次に、議案第５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市議会議員の期末手当を改定するため、

本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市議会議員の議員報酬、期

末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につき

ましては４ページ、議案第５号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向

かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラ

インを表示しております。 

 第１条は、砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正

であります。 

 第５条は、期末手当の定めであり、第２項の表中、１２月に支給する期末手当の額につ

いて、在職期間が６か月の「１００分の２３０」を１００分の５引き上げ、「１００分の

２３５」に、在職期間が３か月以上６か月未満の「１００分の１１５」を１００分の３引

き上げ、「１００分の１１８」に、在職期間が３か月未満の「１００分の６０」を１００

分の１引き上げ、「１００分の６１」に改めるもので、令和７年度の期末手当の支給率を

定めるものであります。 

 第２条は、砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正

であります。 

 第５条は、期末手当の定めであり、第２項の表中、６月に支給する期末手当の額につい

て、在職期間が６か月の「１００分の２３０」を１００分の２．５引き上げ、「１００分

の２３２．５」に、次ページになります。在職期間が３か月以上６か月未満の「１００分

の１１５」を１００分の１．２５引き上げ、「１００分の１１６．２５」に、在職期間が

３か月未満の「１００分の６０」を１００分の０．４５引き上げ、「１００分の６０．４

５」に、前のページにお戻り願います。次に、１２月に支給する期末手当の額について、

在職期間が６か月の「１００分の２３５」を１００分の２．５引き下げ、「１００分の２

３２．５」に、次ページになります。在職期間が３か月以上６か月未満の「１００分の１

１８」を１００分の１．７５引き下げ、「１００分の１１６．２５」に、在職期間が３か

月未満の「１００分の６１を」１００分の０．５５引き下げ、「１００分の６０．４５」

に改めるもので、令和８年度以降の期末手当の支給率を定めるものであります。 

 附則として、第１項及び第２項は施行期日等であり、第１項は、この条例は、公布の日

から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行するものであり、第

２項は、第１条の規定による改正後の砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用するも

のであります。 
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 第３項は、経過措置であり、新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基

づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払いとみなすものであり

ます。 

 次に、議案第６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてご説明申し上げます。 

 改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当を改

定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市特別職の職員の給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ペー

ジ、議案第６号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側

が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示して

おります。 

 第１条は、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。 

 第４条は、期末手当の定めであり、第２項中「１００分の２３０」を１２月支給分につ

いて１００分の５引き上げ、「６月に支給する場合においては１００分２３０を、１２月

に支給する場合においては１００分の２３５」に改めるもので、令和７年度の期末手当の

支給率を定めるものであります。 

 第２条は、砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。 

 第４条は、期末手当の定めであり、第２項中「６月に支給する場合においては１００分

の２３０を、１２月に支給する場合においては１００分の２３５」を６月支給分について

１００分の２．５引き上げ、１２月支給分について１００分の２．５引き下げ、「１００

分の２３２．５」に改めるもので、令和８年度以降の期末手当の支給率を定めるものであ

ります。 

 次ページを御覧願います。附則として、第１項及び第２項は施行期日等であり、第１項

は、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日か

ら施行するものであり、第２項は、第１条の規定による改正後の砂川市特別職の職員の給

与及び旅費に関する条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から

適用するものであります。 

 第３項は、経過措置であり、新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給され

た給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなすものであります。 

 次に、議案第１号 令和７年度砂川市一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は第４号であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，
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２００万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３９億５４０万４，０

００円とするものであります。 

 第２条は、債務負担行為の補正であります。４ページをお開きいただきたいと存じます。

第２表、債務負担行為補正に記載のとおり、スクールバス運行管理委託について期間を令

和７年度から令和１０年度の４か年で限度額を２億１，３３６万３，０００円と定めるも

のであります。令和８年４月の砂川学園開校に伴い遠距離通学となる児童生徒に対し、ス

クールバスによる通学支援を行うに当たり、運行管理事業について令和７年度内に契約行

為を行う必要があること及び複数年契約とすることで不足するバス運転手の確保など運行

事業者がより安定的な経営を図ることができることから、令和７年度から１０年度までの

債務負担行為を設定し、スクールバス運行管理を委託するものであります。 

 それでは、歳出からご説明をいたしますが、説明の欄の頭に付してある一つ丸は継続事

業であり、アンダーラインを付してあるのは今補正による臨時事業であります。 

 ８ページをお開きいただきたいと存じます。２款総務費、１項１目一般管理費で一つ丸、

ふるさと応援寄附金に要する経費９，１９５万円の補正は、ふるさと応援寄附金の採納状

況について、１０月末時点での寄附金額がふるさと納税に係るポイント廃止による駆け込

み寄附の影響により前年同時期の約２倍になるなど当初見込みを大きく上回るとともに今

後も一定程度の増加が見込まれることから増加分を補正するものであり、ふるさと応援寄

附金謝礼２，４２５万円、通信運搬費１，１２８万２，０００円、手数料４，５７６万２，

０００円、ふるさと応援寄附金業務委託料１，０６５万６，０００円であります。 

 ９ページをお開きいただきたいと存じます。７款商工費、１項１目商工振興費で一つ丸、

商工業振興対策に要する経費５万９，０００円の補正は、小売商業店舗等の性能及び機能

の向上を促し、新たな顧客の誘引につなげるとともに中小企業等の健全な発展と市勢の伸

展を図るため、令和７年第２回市議会定例会において既存の小売商業店舗等の改修費用を

助成対象に加える砂川市中小企業等振興条例の改正について議決をいただき、今般事業者

１者から申請があったことから、既存店舗の改修費用の一部を補助するものであり、中小

企業等振興補助金５万９，０００円であります。 

 以上が歳出でありまして、歳入につきましては５ページ、総括でご説明申し上げます。

１８款繰入金で９，２００万９，０００円の補正は、財源調整のため、財政調整基金を繰

り入れるものであります。 

 以上が歳入であります。 

 なお、１０ページには債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、ご高覧賜り

たいと存じます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 多比良和伸君 議案第１３号の提案説明は休憩後に行います。 

 １０分間休憩します。 
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休憩 午前１１時０１分 

再開 午前１１時１０分 

〇議長 多比良和伸君 休憩中の会議を開きます。 

 議案第１３号の提案説明を求めます。 

 病院事務局長。 

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第１３号 砂川市病院事業管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、病院事業管理者の期末手当を改定するた

め、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市病院事業管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ペ

ージ、議案第１３号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして

左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示

しております。 

 第１条は、砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。 

 第４条は、期末手当の定めであり、第２項中「１００分の２３０」を１２月支給分につ

いて１００分の５引き上げ、「６月に支給する場合においては１００分の２３０を、１２

月に支給する場合においては１００分の２３５」に改めるもので、令和７年度の期末手当

の支給率を定めるものであります。 

 第２条は、砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。 

 第４条は、期末手当の定めであり、第２項中「６月に支給する場合においては１００分

の２３０を、１２月に支給する場合においては１００分の２３５」を６月支給分について

１００分の２．５引き上げ、１２月支給分については１００分の２．５引き下げ、「１０

０分の２３２．５」に改めるものであり、令和８年度以降の期末手当の支給率を定めるも

のであります。 

 次ページを御覧願います。附則として、この条例の施行期日等の定めとして、第１項は、

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施

行するものであります。 

 第２項は、第１条の規定による改正後の砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する

条例の規定は、令和７年１２月１日から適用するものであります。 

 経過措置の定めとして、第３項は、新条例の規定を適用する場合においては、第１条に

規定する改正前の砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなすものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 多比良和伸君 保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長 畠山秀樹君 （登壇） 私から議案第１１号 砂川市学童保育条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 改正の理由は、令和８年度より市内の小中学校を統合し、義務教育学校を開校すること

に伴い、小学校区ごとに設置している学童保育所について再編の上、市内２か所で開設す

るとともに、条文を整理するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 初めに、改正の経過及び概要についてでありますが、保護者の就労等により保育に欠け

る小学生を対象とした学童保育は、平成２８年度以降小学校区単位の５か所で開設してき

ましたが、令和８年度からの義務教育学校の開校に伴い開設箇所数や定員の見直しが必要

となったことから、保護者からの意見をいただきながら改正案について取りまとめたとこ

ろであります。 

 開設場所につきましては、対象児童がスムーズに移動できる安全性を重視し、義務教育

学校内に定員を１２０人として、義務教育学校から遠距離にある地域等の保護者の送迎に

係る負担を軽減するため、現行の空知太小学校に定員を４０人として、計２か所において

いずれも市の直営により開設し、定員の合計を１６０人とするものであります。 

 ２ページを御覧願います。砂川市学童保育条例の一部を改正する条例でありますが、改

正内容につきましては３ページ、議案第１１号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申

し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーラインを

表示しております。 

 第１条は、目的の定めであり、同条中「小学校」を「砂川市立義務教育学校」に、「遊

びの場及び生活の場を提供し、保護者に代わり保育する（以下「学童保育」という。）」

を「児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業（以下「学童保育」

という。）を市が実施する」に、「設置するとともに、次条に定める施設において学童保

育を実施する」を「設置し、その管理運営を行う」に改めるものであります。 

 第２条は、学童保育所の定めであり、見出しを「学童保育所の名称等」に、同条を「学

童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。」に改め、同条の表中、豊沼、中

央、北光の各学童保育所の項及び施設の欄を削り、住所の欄を位置の欄に改め、砂川学童

保育所の住所「砂川市西３条南８丁目１番１号」を位置として「砂川市吉野２条南５丁目

１番１号」に、定員「４０人」を「１２０人」に改めるものであります。 

 第４条は、対象児童の定めであり、４ページになります。同条第１項第１号中「本市に

住所を有する小学校に就学する」を「砂川市立義務教育学校の前期課程に就学している」

に改め、同条第２項中「入所児童が学童保育所の定員に満たない」を「通年入所児童の保

育に支障がないと市長が認める」に、「児童（以下「短期入所児童」という。）は」を

「児童（以下「短期入所児童」という。）を」に改めるものであります。 

 第７条は、委託の定めであり、同条を削り、第８条を第７条とするものであります。 

 附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は令和８年４月１日から施行す
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るものとし、ただし次項の規定は公布の日から施行するものと定め、第２項は準備行為の

定めであり、この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても

行うことができると定めるものであります。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 多比良和伸君 以上で各議案の提案説明を終わります。 

 各議案に対する総括質疑を行います。 

 これより議案第２号の総括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで議案第２号の総括質疑を終わります。 

 続いて、議案第３号の総括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで議案第３号の総括質疑を終わります。 

 続いて、議案第７号及び第８号、議案第５号及び第６号、議案第１３号の一括総括質疑

を行います。 

 質疑ありませんか。 

 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 （登壇） それでは、議案第７号関係です。砂川市職員諸給与条例の一

部改正についての総括質疑を行います。 

 まず最初に、これは事前に言っていないことなんですけれども、人事院勧告の、先ほど

の提案説明でちょっとなかったので、確認をしたいんですけれども、今回のこの職員の給

与の改定ですけれども、公務員の給与水準が民間よりも下回っているための給与改定であ

って、若年層を重点に置きつつ、その他の職員も引上げを改定するという趣旨なんだろう

と思うんですけれども、報道等では全体平均としては給与が３．３％のアップ、ボーナス

が０．０５か月アップというようなことが報じられたりしていますが、この辺のところは

砂川市でも同じような状態なのかどうか、まず確認をさせてください。 

 続いて、質疑に入るんですけれども、まず１点目としては市職員、市立病院職員、会計

年度任用職員の給与改定に伴う影響額についてをお伺いをいたします。 

 ２点目なんですけれども、市立病院の職員の関係なんですが、影響額を聞いてからどん

な影響になるかなというのはまず大前提としてはあるんですけれども、市立病院の経営、

今年度もかなり大幅なマイナスからスタートしている状況であります。そういう中で市立

病院の職員も給与改定をするという提案なんですけれども、病院経営にこの改定でどのよ

うな影響が出るのかということをどう考えて今回改定を決定したのか、その経過みたいな

ものをお伺いをしたいと思います。 
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 それから、以前の私のこの場での総括質疑で、昨年度も職員の給与改定がありました。

そのときの答弁で、こういう給与改定を行うときに、特に人勧ですよね、人事院勧告に基

づいての給与改定のときは普通交付税の追加交付とか、あるいは例えば市立病院の場合で

したら給与改定に伴う繰出金ですか、これは今年の３月議会での答弁なんですけれども、

国から給与改定分に伴う病院への繰出金の追加調査があったというような答弁がありまし

た。こういう人勧に伴う給与改定についての今回の砂川市の給与改定に対して、特に病院

についての繰出金というような形、国からの支援というか、そんなものはあるのかないの

か、この辺をお伺いして１回目とします。 

〇議長 多比良和伸君 総務部長。 

〇総務部長 三橋真樹君 （登壇） 私から市職員、市役所常勤職員及び会計年度任用職

員の今般の給与改定に伴う影響の部分、また国から給与改定に伴う普通交付税の追加交付

というものが行われるのかどうか、市立病院への繰出金はあるのかどうか、この点につい

てご答弁を申し上げます。 

 まず、市役所常勤職員における影響額でありますけれども、給料表の改定では給料の引

上げ分が約２，８８２万円、１２月期末手当及び勤勉手当のそれぞれ０．０２５月の引上

げ分と給料の改定に伴う６月、１２月の期末勤勉手当及び管理職手当への跳ね返り分、さ

らに通勤手当の改正による増額分を合わせた額が約１，５３６万４，０００円となり、総

額で約４，４１８万４，０００円となっております。このほか共済費等の事業主負担の増

額分約２９６万７，０００円を合わせますと、全体で約４，７１５万１，０００円の影響

額となるものであります。 

 次に、市役所側の会計年度任用職員における影響額でございます。昨年度より国の指針

に基づきまして常勤職員の給与改定の取扱いに準じた改定を行うこととしており、報酬の

引上げ分が約１，４５３万６，０００円、１２月期末手当及び勤勉手当のそれぞれ０．０

２５月の引上げ分とその跳ね返り分、さらに通勤手当の改正による増額分を合わせた額が

約５２８万１，０００円となり、総額で約１，９８１万７，０００円となっております。

このほか共済組合負担金及び社会保険の事業主負担の増額分約７７万１，０００円を合わ

せますと、全体で約２，０５８万８，０００円の影響額となるものでございます。 

 また、今般の改正の割合ということでございますけれども、行政職給料表が適用となる

者で平均で３．５４％の引上げ、栄養士に適用されます医療職給料表で給料表の（二）、

２表です。こちらで平均で４．２９％の引上げ、保健師に適用されます医療職給料表

（三）、こちらで平均４．４２％の引上げの改定となっているものでございます。 

 次に、普通交付税の追加交付の部分でございますけれども、政府は１１月２８日に令和

７年度補正予算（第１号）の概算について閣議決定をしており、その中で令和７年度地方

交付税総額について１兆３，１０２億円を加算して増額交付するとし、その内訳として人

事院勧告を踏まえた地方公務員給与のプラス改定対応分として３，３６２億円を計上する
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としております。政府は、今国会に交付税法改正案を提出するとされておりまして、法案

可決後に普通交付税の追加交付が行われることとなりますが、各自治体の交付額など詳細

については現時点で不明となっております。 

 次に、市立病院への繰出金の関係でございます。令和６年度につきましては、特別交付

税の３月交付について給与改定に伴う病院への繰り出し額を特殊財政需要に含めて要望す

るようにとの調査があったことから、給与改定分について繰り出しを行いましたが、今年

度については調査が実施されるかは不明であり、給与改定に伴う繰り出しについては現時

点で行う予定はありません。 

〇議長 多比良和伸君 病院事務局長。 

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 私からは本条例改正に伴う市立病院の影響額と、

それと給与改定をどのように考え、決定したのかの２点についてご答弁申し上げます。 

 １点目の本条例の改正に伴う市立病院における影響額についてでありますが、初めに市

立病院常勤職員における影響額でありますが、給料表の改定では給料の引上げ分が約９，

１７６万８，０００円、１２月期末手当及び勤勉手当のそれぞれ０．０２５月の引上げ分

と給料の改定に伴う６月、１２月の期末、勤勉手当及び管理職手当等への跳ね返り分、さ

らに通勤手当の改正による増額を合わせた額が約６，２９０万７，０００円、総額で約１

億５，４６７万４，０００円となっております。このほか共済費等の事業主負担の増額分

約３，７１１万６，０００円を合わせますと、全体で約１億９，１７９万１，０００円の

影響額となるものであります。 

 次に、市立病院の会計年度任用職員における影響額でありますが、市役所同様常勤職員

の給与改定の取扱いに準じ、改正を行うこととしており、報酬の引上げ分が約１，１９２

万５，０００円、１２月期末手当及び勤勉手当のそれぞれ０．０２５月の引上げ分とその

跳ね返り分、さらに通勤手当の改正による増額分を合わせた額が約５３２万２，０００円、

このほか共済組合負担金及び社会保険の事業主負担の増額分約２４０万円を合わせますと、

全体で約１，９６４万７，０００円の影響額となるものであります。 

 次に、２点目の市立病院職員に対する給与改定について病院経営に与える影響をどのよ

うに考え、決定したのかについてご答弁申し上げます。給与改定につきましては、これま

でも人事院勧告がプラス改定、マイナス改定にかかわらず人事院勧告に準拠し、実施して

おります。この改定に伴う人件費の増加は病院経営に影響を与える要因の一つでもありま

すが、これまでと同様人事院勧告に準拠した給与改定を行うものであります。 

〇議長 多比良和伸君 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 ２回目なんですけれども、それぞれ影響額について答弁をいただきまし

た。今回質疑をしたかったのは、特に市立病院に関してのことです。先ほども１回目で話

したとおりに今の市立病院はとても厳しい経営状況になっていて、令和７年度は１０億円

をはるかに超えていくようなマイナスからスタートしているという状況です。今も総務文
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教委員会の資料を基に自分で計算をしてみたんですけれども、１０月末までの医業収支、

医業の収入と費用の引き算をやってみました。合計で今６６４万９，０００円の黒字が出

ています。あれだけの患者さんがたくさん来ているんですけれども、去年と比べればかな

り患者さんも戻ってきているかなとは思うんですけれども、ただ経営状況としてはこの１

０月末までで６００万円程度しか黒字が出ていないという状況になっています。これまで

も今年度約７億円の負担金、交付金がもう出ていますし、一時借入金を一体幾ら借りてい

るのかというのが私たち議員には見えていないので、当然先ほど私がお話をした６００万

円ぐらいの黒字しか出ていないという中にはそこは全然計算の中には入っていませんから、

去年は異常に厳しかったですけれども、まだまだ今年も決して安心できるような経営状況

ではないことは今申し上げた数字でも推測ができると思っているんですけれども、以前か

ら言っているとおり、人件費というのが砂川市立病院の経営を圧迫してきているのは何回

も私が話しているとおりです。 

 ただ、実は私初めて砂川市立病院に２日間ぐらい入院したんですよ。そのときに感じた

のは、急性期病院のありがたさということと、それから病棟のスタッフの皆さんは本当に

忙しいし、大変な仕事をしているなと思って、給料を上げてもいいよと思うんです。思う

んですけれども、やはり経営のこともしっかり考えていかないと、もしも市立病院がもっ

と厳しい状況になっていったとすれば、砂川市の一般会計、皆さんからの税金からお金を

入れていかないと経営が成り立たないという状況になることは、なっては困るんですけれ

ども、なるようになっていくということですから、人事院勧告が上がるから、じゃあこの

厳しい市立病院の職員の給与もそのまま上げていっていいのかという議論は病院の中でも

っと私はやってほしいと思うんですよ。先ほどの局長の答弁はああ言うしかないのかなと

は思うんですけれども、もっと職員あるいは経営者の中でどんな議論がされてこういう結

果になったかということは私は特に市立病院の今の場合でいえばお話をされていいのでは

ないかと思って質疑をします。 

 １回目の答弁はああいう答弁だろうと思うんですけれども、２回目の答弁はもう少しこ

の人件費、先ほどの影響額でいえば会計年度任用職員まで含めていくと２億円を超えるん

ですよ。この２億円を超える人件費のアップというのはそう簡単なものではないんですよ。

その思いが私の質疑を通して市民の皆さんに伝わっていけるような答弁を私はこの時期だ

から余計していただきたいなと思って質疑をしています。この２億円、一度上げたらずっ

とこの２億円プラスの人件費というのは続いていかざるを得ないですよね。今全国という

か、自治体病院もみんな赤字で大変な状態というのは分かっています。ただ、道内のある

自治体病院では、やはり経営に行き詰まって人件費を落とさざるを得ないという病院も出

てきています。 

 さらに言いたいのは、砂川市立病院というのは企業会計の全部適用にしているんですよ。

この全部適用というのはどういうことかというと、民間の企業とほぼ同じで、一部の適用
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であれば、病院でも公務員ですから、砂川市の職員の給与が上がれば同じ分だけ上がると

いう形にはなるんですけれども、全部適用というのはそれぞれ経営者と、それから雇用者

という形がよりはっきりしている状態になるので、経営の状況を見ながら、いい経営であ

れば市の職員よりも給料を上げても構わないし、ただ経営が厳しくなったらどうしようと

いうことをしっかり労使の中で話をしながら対応するというのが全部適用の病院だと思う

ものですから、こういう聞き方をしています。そこは答弁を下さい。 

 ３点目で私が聞いた追加交付の関係なんですけれども、前回は本当に少ない額でしたけ

れども、幾らか給与改定に伴っての交付税というのがあったように思うんですけれども、

これはなかなか今の段階では分からないという状況でいいのかどうか。 

 それから、病院に関していうと、去年は追加調査をするようにという話があったという

答弁があったんです。でも、今年は全然そういう話がないというような先ほどの答弁に聞

こえたんですけれども、そういう理解でいいのかどうかなんですよね。じゃあ、そこまで

で２回目の質疑を終わりたいと思います。 

〇議長 多比良和伸君 病院事務局長。 

〇病院事務局長 朝日紀博君 今回人事院勧告どおりに給与改定をするというところのも

う少し詳しいといいましょうか、院内でのどういった協議がなされてそういう判断をした

のかという部分についてでありますが、まず今年度、令和７年４月１日にといいましょう

か、会計年度任用の方々を含め総勢で１０６名、４月１日現在で人を減らしました。それ

によって特段患者さんの数というのはそんなに変わってはいないんです。そういった中で

現場の声としては、やはり忙しさは感じていると。そこにさらに人事院勧告で今回３．６

２％上がるという情報がみんな分かっている中で、それを止めるという判断は我々として

もなかなかできなかった。なぜならば、今必死に働いているスタッフのモチベーションを

どこまで維持してあげられるのかということもありますし、それを完全に実施しないとい

うことが来年度以降の、それは看護師だけじゃなくていろいろな職種も当然退職者が出て

くるわけですから、それに伴う新規採用部分にも影響が出てくる可能性もこれは否定でき

ないというようなことから、いわゆる人勧の完全実施ということに踏み切っております。 

 ただ、今経営的に非常に厳しいので、経営面だけからいくと見送るということも当然考

え方としてはあるんですが、そこは今診療報酬が令和６年、７年の我々でいうと人事院勧

告の２年連続で非常に高く上昇しているんですが、その分が全く診療報酬に、全くとは言

いませんけれども、あまり診療報酬に反映されていないといいましょうか、その分は病院

の診療報酬としては入ってきていないという部分があります。それもあって、今国では、

令和８年の改定は６月から実施されますので、まだ半年ぐらい先の話なので、その前に何

か緊急措置をするということでいろいろな支援策が出てきております。ちょっとその辺ま

だはっきりしない部分も今現在あるんですが、自分たち一医療機関で経営改善できる部分

はもう限界まで来ているかなとも思っていますので、そこは制度としてしっかり見直して
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ほしいという思いも伝えながら、ただやはりスタッフ頑張っていますので、そこは何とか

してあげたいという思いで今回人勧をそのまま準拠した形でやっているということでござ

います。 

〇議長 多比良和伸君 総務部長。 

〇総務部長 三橋真樹君 まず、一番最初の答弁で若干答弁漏れがございました。議員か

ら若年層とか実務者層、年齢の高い者が総体的に給与が上がるような改定になっているけ

れども、市の影響としてはどうなのだというご質疑があったかと思うんですけれども、私

どもとしては国家公務員に準拠しておりますので、改定の影響というのは国と同じように

私どもにも影響を及ぼすということで、若年層に限らず全体の職員の給与が上がるような

改定になっているということでございます。 

 国の追加交付の部分でございますけれども、今回国で補正予算の概算の部分で閣議決定

はされております。その情報を見ますと給与の改定分として追加交付する分が補正をされ

ているという状況にありますので、追加交付はされると思います。これで、じゃあ幾らに

なるのかということになってくるんですけれども、昨年度の例を申し上げますと市役所側

の職員の影響額というのは１億４６８万円ほどの影響があった。それで、追加交付を国か

らされたのは４，８００万円程度であったということでございまして、市役所側の職員の

影響額にも到底及ばないですし、病院側の職員の給料改定分も合わせれば到底足りないと

いうような状況になっております。ですので、今回も同じような形で全体を補完するよう

な形での追加交付というのはないだろうとは思うんですけれども、追加交付がされること

は確実であると、そこの部分だけが今分かっているという状況でございます。 

 病院への繰出金の関係でございますけれども、ご指摘のとおり今回は調査が行われてお

りませんし、調査に関する通知もございません。昨年度は特殊財政需要額に含めていいで

すよという通知があったわけなんですけれども、今回の人事院勧告に伴って病院側の職員

も増額改定されるわけです。これを特殊財政需要として国が考えるのかどうかということ

だと思っています。国の補正予算の中では医療部門ですとか介護部分に手厚く支援をして

いくんだということの予算が計上されておりますので、こういった部分で病院側に何らか

の対応がされるものなのかどうなのかといったところも判断材料にはなってくるのかなと

は思っているところでございまして、現時点で市としては特段国からの通知がないもので

すから、繰り出しする予定はないということで考えているところでございます。 

〇議長 多比良和伸君 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 先ほど一番最初に今部長がおっしゃっていたことを何で私が言ったかと

いうと、ただの提案説明で思いが伝わってこなかったんですよ。だから、あえて何で今公

務員の給与を上げようとするのかという、国が上がったから、じゃあうちが同じように上

がってそれが当たり前かということなんですよね。国は、一体どこの民間と比較している

んだろうと私はたまに不思議に思うことがあるんですよ。もしかしたら大手企業さんで働
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いている人と、国家公務員に準じていくんだから、市の職員でもいいんですけれども、そ

こと比べているかもしれないし、じゃあ砂川の現状は本当に民間はそんなにいいのかと、

市の職員と民間の職員との差がそんなにあるのかとやはり思うんですね。厳しいですよ、

みんな。砂川市の企業の皆さん、働いている人たち、市民はみんな厳しい給料の中でやっ

ている人がほとんどです。 

 だから、ただ単純に国が上がったから砂川市の職員も上げるんですというんじゃなくて、

若い人たち、市の職員だって給料が低いということもあるだろうし、そういうことも少し

提案説明の中でやはり話していってほしいなと思ってお知らせしていない話をしたんです

けれども、ぜひ給料が上がった分で地元でいっぱい買物してほしいなと思いますけれども、

それで病院なんですけれども、こちらも同じなんですよ。自分たちがどれだけ悩んで職員

の給料を上げるかということをもう少し上手に伝えてくれたらいいなと思うんですよね。

先ほども言ったとおりで、病院のスタッフは本当に一生懸命やっています。だけれども、

病院本体が駄目になったら何にもならないんですよ。だから、そこに向かってどこをどう

していったらいいのか、自分たちが今給料を上げることが本当に今後の市立病院にとって

どうなるのかということを内部でもしっかり話し合ってもらいながらこの結論を出してい

ったという思いが伝わるようなものが欲しいんです。欲しかったんですけれども、ちょっ

と伝わりづらかったかなと今思ってはいます。 

 先ほども言ったとおりで、病院は結構大変ですよね。局長が２回目の答弁で最初に言っ

た、去年会計年度任用職員を中心に本当に切るだけ切ったじゃないですか。先ほどのお話

だと１０６人でしたか、それがちょうど２億円ちょっとでしたよね、その人件費として。

もうちょっと大きかったかも分からないですけれども、その切った分丸々今回の職員の昇

給あるいはボーナスのアップで消えるんですよ。それぐらい大きなことなんですよね。人

事院勧告が出たから、国家公務員が上がったから、じゃあという簡単なものじゃないんで

すよというのを本当に言いたいという思いです。だから、ここに向かってもう一回答弁し

ろと言っても難しいかもしれないんですけれども、答弁があったら答弁をしてください。

なかったら、もうやめます。 

 以上です。 

〇議長 多比良和伸君 病院事務局長。 

〇病院事務局長 朝日紀博君 小黒議員が言うとおり、人員削減分が人勧でチャラになっ

てしまうんじゃないのかと、昨年もそうでしたけれども、いろいろ各種経費削減の取組を

しても結局人事院勧告で上がって、昨年は２．９億円ぐらいでしたけれども、ただその中

でもやはり人勧は上げないと、職員のモチベーションもありますし、これから頑張っても

らわなければならないスタッフに人も減らす、給料も上げないということは、全適病院で

はありますけれども、なかなかそこの判断には向かわなかったというところをしっかり、

我々の伝え方の問題もあるのかもしれませんが、そこら辺も踏まえて今後もしっかり職員
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へのアナウンスとか、そういったことをやっていきたいというふうに思ってございます。 

〇議長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで議案第７号及び第８号、議案第５号及び第６号、議案第１３号の一括総括質疑を

終わります。 

 続いて、議案第１１号の総括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 これで議案第１１号の総括質疑を終わります。 

 続いて、議案第１号の総括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 議案第１号に対する総括質疑は休憩後に行います。 

 午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

〇議長 多比良和伸君 休憩中の会議を開きます。 

 午前中に引き続いて総括質疑を続けます。 

 議案第１号の総括質疑を行います。 

 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 （登壇） 一般会計の補正予算についての総括質疑をします。 

 私は、第２表の債務負担行為補正のスクールバス運行管理委託についてをお伺いをしま

す。３点あるんですけれども、まずは運営管理委託費の内訳について、これは内訳につい

てと言って分かるかなと、質問していて変なんですけれども。要するに今の３台分の、予

算書を見ると管理委託とほかの項目なんかもあったりして、どこの範囲までが今回のこの

管理委託ということになっているかということのお伺いをまず１点目します。 

 ２点目なんですけれども、今年度の予算執行はゼロです。でも、来年度４月に義務教育

学校が開校するわけで、今後スクールバスが動くまでのスケジュールをお伺いをします。 

 最後の３点目なんですけれども、管理委託業務の内容についてをお伺いします。 

 以上です。 

〇議長 多比良和伸君 教育次長。 

〇教育次長 玉川晴久君 （登壇） それでは、今ほど債務負担行為の補正について３点

ほど質疑を受けましたので、順次答弁したいと思います。 

 まず初めに、運行管理委託費の内訳ということになりますが、まず年度別の金額を申し

ますと、令和７年度はこの予算に基づく今年度の運行は行わないので、まず７年度はゼロ

円になっております。令和８年度から１０年度にかけまして毎年７，１１２万１，０００
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円を見込んでおりまして、合計すると２億１，３３６万３，０００円となっているところ

であります。また、委託費の内容的な内訳ということですが、まず大きく３区分に構成さ

れておりまして、１つ目は乗務員の人件費でありまして、給与ですとか賞与、社会保険料

などを試算しております。２つ目は車両整備費でありまして、車検ですとかタイヤ交換な

ど、任意保険もそうなんですが、含んでおります。続きまして、３つ目になるんですが、

これは一般管理費でありまして、運行管理に関する経費、事務経費などを見込んでいると

ころであります。 

 次に、バスが動くまでの今後のスケジュールということになりますが、この業務に関し

ましては、今定例会で議決されましたら、来年の２月をめどにまず入札を行いたいと考え

ております。また、今後購入するバス５台、これから来るんですけれども、そちらについ

ては２月２７日が納期となっておりますので、そちらが来ましたら委託業者にスクールバ

スを無償貸与しまして、４月の運行に向けて装備品の使い方ですとか経路の道路状況の確

認というような準備を進めていただく想定をしております。 

 また、スクールバスで登下校する児童生徒に関するスケジュールになりますが、年が明

けましたらスクールバスに関する要綱などを改正しまして令和８年度以降の運行について

最終的に確定する予定でありまして、その後２月から利用申請の手続ですとかを進めて、

運行前には許可通知書ですとか乗車証を交付したいと考えております。また、新たに登下

校に乗車する児童生徒を対象に来年２月から３月にかけまして２回目の体験乗車を行う予

定でおります。また、さらに４月の開校間近に今度乗車する全生徒を対象に３回目の体験

乗車を行って、４月１４日の登校初日の運行を迎える予定としております。 

 次に、委託業務の内容ということでありますが、業務の内容につきましては市としては

スクールバスの運行業務となりますが、乗務員の研修ですとか車両の保管、管理なども一

括して委託することとしております。 

 また、主となるスクールバスの運行の内容についてなんですけれども、スクールバスの

運行については５つの区分に分けて考えておりまして、１つ目は登校便になります。そし

て、２つ目は下校便でありまして、いずれも８路線で１５の停留所を設定して運行するこ

ととなります。登校便については全ての路線で原則１便としておりまして、下校便につき

ましては３便を基本に運行する予定でおります。３つ目は部活動便でありまして、現在の

運行と同様に土曜日ですとか長期休業期間中などの部活動のために登下校する際に運行す

る便ということになります。４つ目は学校教育活動便ということで、登下校に支障のない

範囲において、例えば社会科見学で市内外の施設を訪問するときですとか、体育の授業で

陸上競技場やプールに行く際、宿泊学習で宿泊先まで送迎するような場合にスクールバス

を有効に活用しようと考えているところであります。最後、５つ目になりますが、先ほど

申し上げました体験乗車について毎年新たな登下校をする児童に対して実施する予定とな

っております。 
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〇議長 多比良和伸君 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 やはり質問の趣旨をきちんと私が言っていなかったのかなという感じな

んですけれども、今現在３台で３経路があって、前回のときの入札でいくと３つの入札が

行われてという流れがあったと思うんですよ。今回は８台になるわけです。つまり８経路

ということになって、８回入札が行われてというようなことなのかどうかということがま

ず聞きたいことです。 

 それから、今の予算書でいくと、いわゆるスクールバスの運行管理に要する経費という

形でいくと運行管理費、委託料以外に燃料費だったり自動車保険料、その他の経費という

形であるわけですけれども、今回のこの債務負担行為の補正という部分での債務負担行為

をする費目というか、項目というのがどこまでの範囲なのか、単純に業者さんの運行管理

委託料の部分だけの１年間で７，０００万ほどになるということになるのかどうなのかと

いうところがお伺いしたかったところです。 

 それと、今回は１台当たりにすると大体８００万円ぐらいかかるんですかね、単純に平

均してですけれども。今の予算でいくと大体５００万円ぐらいで済んでいるんですけれど

も、ちょっと８台になって割高になっていくのかなということなのか、これは予算として

見ているだけということで今後の結果でまたどうなっていくのかということがあるのかど

うなのかという点です。 

 それから、管理委託業務の内容ということなんですけれども、今現在がどうなっている

のかというのがきちんと調べていないので分かっていないんですけれども、この８台のバ

スが動いているときはいいんだけれども、休んでいるときの時間って結構あるじゃないで

すか、動いていないときですね。そのときというのはきちんと車庫に入って保管されてい

るものなのかどうなのか。つまり民間の事業者さんに運行管理を委託するんだけれども、

この委託の範囲はどこまでなのかというところをお伺いをしたかったです。 

 ２回目は質疑を終わりたいと思います。 

〇議長 多比良和伸君 教育次長。 

〇教育次長 玉川晴久君 まず、契約の予定されている路線ということになりますが、８

経路ございまして、８経路それぞればらばらに入札といいますか、委託するというところ

は考えておりません。なぜかというと、その８経路を一括で入札することはちょっと考え

ていなくて、ある程度その経路を束ねるといいますか、まとめた中でまずは今のところ考

えております。そちらについては、８経路あるんですけれども、似たような経路がありま

して、そちらもし学校で急に臨時休校ですとか学年閉鎖となって緊急的に帰らなければい

けなくなったようなときの場合、通常でしたら２経路２台行くようなところを１経路にま

とめて行ったりですとか、そういう効率的なところもちょっと考えまして、まずはまとめ

て、今のところ何個に分けるというところまではちょっと決まっておりませんが、８つで

はなくて複数というところで今のところは考えているところでございます。 
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 続きまして、燃料費関係ですが、燃料費ですとか自賠責保険、自動車重量税につきまし

ては、現在もそうなんですが、教育委員会でまず予算をつけております。ですので、業者

の運行管理委託にはその分は含んでおりません。 

 委託料の予算で１台当たりの単価が高いのではないかというところなんですが、こちら

につきましては実際入札して、当時たしか６０％ぐらいの入札率だったのかなと思います。

今回はまだ入札も終わっていませんので、実際やったときにその分落ちることも想定しま

すとそんなに開きがないのではないかなというところで考えてはおりますが、当時から物

価も上昇していますので、幾らか多くはなるのかなというところで想定しているところで

あります。 

 あと、バスが動いていないときの保管の状況というところなんですが、こちらは当然委

託業者が動いていない時間会社に戻るですとか、どちらかバスを止められるようなところ

で休息しているのかというところはあると思いますが、基本的には会社に戻って休んでい

るというか、バスを保管しているということで伺っているところであります。 

〇議長 多比良和伸君 小黒弘議員。 

〇小黒 弘議員 ちょっと私の質問が悪いんですね、きっと。すごく細かいことになって

しまってきているんですけれども、これを何で聞きたいかというと、要するに入札そのも

のが何回、前回は３経路で３つの委託だったわけですよ。今回は８経路あるわけで、でも

今のお話でいくと８つの入札が行われるわけではなさそうで、それを経路に分けるという

お話だったんですけれども、入札だから同じ事業者が２つ落とすということだってもちろ

んあるんだろうし、ただ８台のバスが動いていく中である程度複数の業者さんが関わって

いてもらったほうがいざというとき、何が起こるか分からないわけでしょう、そういった

ときにはある程度分散した取扱い事業者に受けてもらうということを意識したほうがいい

のではないかなと私は思っていて、その辺がどんな基本的な考えをされているんだろうと

いうところを、今これを可決したら全てがお任せということになるので、そこのところが

お伺いしたいところです。 

 今現在の３台のバスなんですけれども、これを見ていても、たまに行き交うときがある

んですよ。そしたら、多分会社によってなんだと思うんですけれども、１台はジャンパー

がけだったり、ジャンパーも着ていないでというスクールバスの運転手さんがいます。ほ

かは、きちんと制服を着ているスクールバスもあるんですよ。こういうのは誰が見ている

か分からないんですよ、スクールバスは以外と目立つんです。本当だったら今みたいな砂

川市だけじゃなくて、ちょっとラッピングでもして市の宣伝でもすればいいのになと思い

ながらですけれども、運転手さんの姿を見てちょっと統一性がないとあまりかっこいいも

のじゃないなということもあるかなと私は思っていて、子供たちに対してもどこのバスで

も同じような感じの運転手さんがいてという形がきっといいだろうなと思うので、その辺

は例えば入札要件の中である程度何か決めていったらどうなのかとか、今がそういう状態
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だから、これでもっと分かれていくとどんなふうになってしまうんだろうと、そこが業者

さんに全部お任せでやっていくということになってしまっていいのかなと思ったりもする

ので、そこが先ほども聞いた管理委託業務の内容が一体どこまであるのだろうというのが

答弁の中で出てくるかなと思ったんだけれども、出てこなかったというところなので今お

伺いするんですけれども、入札する上で必ず業務委託の内容が出てくると思うんですよ。

そこを答弁の中で話していただければさらにそこに対して質問ができていったんですけれ

ども、今車庫みたいなことの話になってしまったんですけれども、業務内容、いわゆる入

札に公示される業務内容、それで幾らで入札してください、予定価格があってということ

になるんだと思うので、そこのところをもう一度お伺いをしたいと思います。 

 それで、今まで聞いている中でも登校便と下校便と、それから部活の便と学校教育の便

というところまでは分かったんですけれども、実はこれは３５人乗りのバスを砂川市はこ

れから８台持つことになるんですよね。かなり休んでいる時間の長いバスということにな

っていくことで、よく市民の方々からも言われることは、せっかくこういうバスなのに子

供たちだけしか乗らないのかねなんていう話は正直言ってあります。ただ、この話を聞い

てしまうと、それはというこちらのそういう雰囲気がありありと出ていますので、また別

の機会にしたいとは思うんですけれども、そういうことでまずはこのスクールバスに関し

ての先ほど最後に聞いた管理のもう少し詳しい業務内容を、何項目か当然あると思うんで

すけれども、その辺のところをお伺いして終わりたいと思います。 

〇議長 多比良和伸君 教育次長。 

〇教育次長 玉川晴久君 先ほど入札を複数にするといったところの答弁で、今議員さん

がおっしゃられた何か不測の事態があったときのために分けておいたほうがというところ

を伺ったんですが、先ほど説明がちょっと漏れていたんですが、教育委員会としてもそう

いうような視点から複数にまず分けようとしているところでございます。 

 次に、委託の管理費というところの部分でありますが、まず委託の中には管理委託業務

契約と運行管理委託業務契約ということでちょっと仕様が分かれているんですけれども、

各スクールバスを無償貸与するですとか、スクールバスの保管方法ですとか、あとは保険

の加入、そして運行管理計画、あとは運転手に関する約束事とかというところで契約の中

では細かく示されているところでありまして、先ほど制服ですとか、そういう統一するよ

うなものの費用まで入っているかというところでいけば、今回そういう費用については委

託業務の中に入れておりませんので、今ほど議員さんからおっしゃられて、うちもそのよ

うな対応もちょっと今考えられるのかなというところで思いましたので、そういう統一し

た何か分かりやすいというところでは今後検討していきたいというところでご答弁させて

いただきます。 

〇議長 多比良和伸君 他にご発言ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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 これで議案第１号の総括質疑を終わります。 

 以上で各議案に対する総括質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております９議案は、議長を除く議員全員で構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託して会期中審査を行うことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、そのように決定しました。 

 

    ◎休会の件について 

〇議長 多比良和伸君 お諮りします。 

 予算審査特別委員会における審査が終了するまで本会議を休会することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認め、これで本会議を休会します。 

 

    ◎散会宣告 

〇議長 多比良和伸君 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午後 １時２８分 


